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問１ 

 会社員の倉田さん（４８歳）は、定年退職後の生活資金について準備を始めるために、税理士資格を

有するＣＦＰ認定者にライフプランニングとキャッシュフローの分析を依頼したところ、次の＜倉田

家の「年間収支・貯蓄残高推移表｣＞のようになることが判明しました。特に子どもの大学入学以降に

貯蓄残高が大きく減少し、マイナスとなる期間もあるため、その対策を早急に検討することにしました。

倉田家の家計に関する以下の設問Ａ～Ｅについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでくだ

さい。 

 

 

 

＜所得税の速算表＞ 

課税される所得金額 税率 控除額 

１,０００円 から １,９４９,０００円 まで  ５％ ０円 

１,９５０,０００円 から ３,２９９,０００円 まで １０％ ９７,５００円 

３,３００,０００円 から ６,９４９,０００円 まで ２０％ ４２７,５００円 

６,９５０,０００円 から ８,９９９,０００円 まで ２３％ ６３６,０００円 

９,０００,０００円 から １７,９９９,０００円 まで ３３％ １,５３６,０００円 

１８,０００,０００円 から ３９,９９９,０００円 まで ４０％ ２,７９６,０００円 

４０,０００,０００円 以上 ４５％ ４,７９６,０００円 

（注）課税される所得金額の１,０００円未満の端数は切捨て 

 

  

倉田家の「年間収支・貯蓄残高推移表」 
（単位：万円） 
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＜住民税に関する資料：納税者の合計所得金額が９００万円以下の場合＞ 

所得控除 

社会保険料控除 所得税と同じ 

生命保険料控除 

１．２０１１年１２月３１日以前に締結した保険契約（旧契約）等に係

る控除額 

年間の支払保険料の合計 控除額 

１５,０００円以下 支払金額の全額 

１５,０００円超 ４０,０００円以下 支払金額×１／２＋ ７,５００円 

４０,０００円超 ７０,０００円以下 支払金額×１／４＋１７,５００円 

７０,０００円超 ３５,０００円 

 

２．２０１２年１月１日以降に締結した保険契約（新契約）等に係る控

除額 

年間の支払保険料の合計 控除額 

１２,０００円以下 支払金額の全額 

１２,０００円超 ３２,０００円以下 支払金額×１／２＋ ６,０００円 

３２,０００円超 ５６,０００円以下 支払金額×１／４＋１４,０００円 

５６,０００円超 ２８,０００円 
 

地震保険料控除 

１．地震保険料 

年間の支払保険料の合計 控除額 

５０,０００円以下 支払金額の１／２ 

５０,０００円超 ２５,０００円 

 

２．旧長期損害保険料 

年間の支払保険料の合計 控除額 

５,０００円以下 支払金額の全額 

５,０００円超 １５,０００円以下 支払金額×１／２＋２,５００円 

１５,０００円超 １０,０００円 
 

配偶者控除 一般の控除対象配偶者  ３３０,０００円 

扶養控除 
一般の控除対象扶養親族 ３３０,０００円 

特定扶養親族      ４５０,０００円 

税率 
道府県民税 ４％ 

市町村民税 ６％ 

均等割額 ４,０００円 

（注）年間の支払保険料の合計とは、その年に支払った保険料の合計額から、その年に受けた剰余金や

割戻金を差し引いた残りの金額をいう。 
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＜令和７年分 給与所得の源泉徴収票＞ 

 

  

 

１ 

７５２００００ ５６６８０００ ３３６３０００ １３３０００ 

３８００００ 

８００００ ４８０００ 

７ 

倉田  稔 
クラタ  ミノル 

１２０,０００ 

倉田 美紀 

倉田 彩香 

クラタ ミキ 

株式会社ＹＬ 

昭和 ５２ ０７ ２１ 

０ 

６３０,０００ 

１２１５０００ 

１ 

クラタ アヤカ 

倉田 雅人 
クラタ マサト 

○ 

給料・賞与 
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（問題１） 
 

（設問Ａ）倉田さんは現状を把握するため、２０２５年分の給与所得の源泉徴収票に基づき、給与収入

から２０２５年中に給与天引きされた社会保険料等の額、ならびに２０２５年分の給与所得に

対して課税される所得税および住民税の額を控除した後の手取り金額を算出することとした。

２０２５年中に株式会社ＹＬからの給与以外の収入がないものとした場合、倉田さんの

２０２５年における手取り金額として、正しいものはどれか。なお、森林環境税および住民

税の調整控除については考慮しないものとする。 

 

（１）２０２５年分の給与収入 ７,５２０,０００円 

（２）２０２５年中に給与天引きされた社会保険料等の額 ＊＊＊円 

（３）２０２５年分の給与所得に対して課税される所得税の額 ＊＊＊円 

（４）２０２５年分の給与所得に対して課税される住民税の額 ＊＊＊円 

（５）手取り金額＝（１）－（２）－（３）－（４） ＊＊＊円 

※問題作成の都合上、一部を「＊＊＊」で表示している。 

 

１．５,８４２,０００円 

２．５,８８５,０００円 

３．５,８８９,５００円 

４．５,９３７,５００円 
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（問題２） 
 

（設問Ｂ）倉田さんはリタイアメントプランを検討するため、ＹＬ社を定年退職するに当たり退職一時

金について試算することにした。以下のとおり退職一時金が支給される場合、倉田さんの退

職一時金の税引後の手取り金額（所得税および住民税を控除した後の金額）として、正しい

ものはどれか。なお、所得控除および住民税の均等割その他記載のない事項については、考

慮しないものとする。 

 

○勤務先から支給される退職一時金の支給額 ２,３００万円 

○勤続期間 ２９年１ヵ月 

 

・ 勤続期間には病気による休職期間が３ヵ月含まれているものとする。 

・ 障害者になったことを基因とする退職ではないものとする。 

・ ｢退職所得の受給に関する申告書」は適正に提出するものとする。 

・ 過去に退職金の支給を受けたことはなく、特定役員退職手当等に該当するものは含まれていない

ものとする。 

 

１．２０,９９６,０００円 

２．２２,０１７,５００円 

３．２２,１２２,５００円 

４．２２,２２７,５００円 

 

（問題３） 
 

（設問Ｃ）倉田さんは、住宅ローンの繰上げ返済の原資とするため、下記の資産の売却を検討している。

これらの資産を２０２６年中に売却した場合、倉田さんの２０２６年分の所得税の計算上、

総所得金額に算入すべき金額として、正しいものはどれか。 

 

資産名 取得年月 取得費 譲渡価額 譲渡費用 

金地金 ２０１７年１２月 ４５万円 ２２０万円 １万円 

ゴルフ会員権（※） ２０２２年１０月 １３０万円 １００万円 ２万円 

※倉田さん個人が会員であるゴルフ会員権であり、この譲渡は事業所得や雑所得には該当しない。 

 

１．４６万円 

２．６２万円 

３．７１万円 

４．９２万円 

 

  



 
2026年度第1回 タックスプランニング 

7 タックスプランニング  ＮＰＯ法人日本ＦＰ協会 無断複製転載禁止 

（問題４） 
 

（設問Ｄ）倉田さんは、父が生前居住の用に供していた不動産を相続（限定承認ではない）により取得

した。この不動産を２０２６年に譲渡した場合、この譲渡に係る所得税および住民税の金額

（合計額）として、正しいものはどれか。なお、所得控除、森林環境税、住民税の均等割お

よび調整控除を考慮せず計算するものとする。 

 

○父の取得に係る内容 

・ 取得年月日 １９９５年１２月１日 

・ 土地の取得価額 １,６００万円 

・ 建物の取得価額 ２,４００万円 

 

○相続に係る内容 

・ 相続開始の日 ２０１３年９月３０日 

・ 土地の相続税評価額 １,９００万円 

・ 建物の相続税評価額 １,４４１万円 

・ 相続人は倉田さんのみである。 

・ この相続について相続税は発生していない。 

 

○譲渡に係る内容 

・ 譲渡年月日 ２０２６年４月３０日 

・ 土地および建物の譲渡価額 ４,３００万円 

・ 建物の譲渡直前までの減価の額 ２,００９万円 

・ 譲渡費用（譲渡年に現金で支払う） １５０万円 

・ 相続の時から譲渡の時まで空き家であった。 

 

１．  ３００,０００円 

２．１,１３２,６００円 

３．１,６１８,０００円 

４．４,３１８,０００円 

 

  



 
タックスプランニング 2026年度第1回 

8 ＮＰＯ法人日本ＦＰ協会 無断複製転載禁止 タックスプランニング 

（問題５） 
 

（設問Ｅ）仮に倉田さんが６０歳で死亡した場合、倉田さんの妻が受け取ることができる死亡保険金は

以下のとおりである。これらの死亡保険金を妻が受け取った場合、その年における妻の所得

税の課税総所得金額として、正しいものはどれか。 

 

○倉田さんの妻の給与収入等 

※妻は正社員として働くものとする。 

・ 給与所得  ２６０万円 

・ 所得控除額 １５４万円 

 

○倉田さんの死亡により妻が受け取ることができる保険契約 

 ＹＨ定期保険 ＹＩ終身保険 ＹＪ医療保険 

契約年月 ２０２０年４月 ２０１１年３月 ２０１５年１月 

保険契約者（保険料負担者） 妻 妻 倉田さん 

被保険者 倉田さん 倉田さん 倉田さん 

保険金の受取人 妻 妻 妻 

保険料の払込方法 月払い 一時払い 月払い 

死亡保険金の額 ３００万円 ２００万円 １００万円 

支払保険料の総額  ２２万円 １９８万円  ４０万円 

・ 死亡保険金はすべて一時金で支払われるものとする。 

・ 支払保険料の総額は、収入を得るために支出した金額とされる保険料の総額である。 

 

１．２２１万円 

２．２４６万円 

３．２５１万円 

４．３３６万円 
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問２ 

 明石さんは以前からビル２棟を所有しており、その全室を賃貸の用に供しています。この賃貸ビルの

不動産所得に係る所得税等に関する以下の設問Ａ～Ｃについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ

選んでください。なお、明石さんには不動産所得以外の所得はありません。 

 

（問題６） 
 

（設問Ａ）明石さんが２０２５年中に賃借人から受け取った家賃等の金額が以下のとおりである場合、

明石さんの２０２５年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべき金額として、

正しいものはどれか。なお、家賃等の収入時期については、所得税法の原則的な取扱いによ

り計上するものとする。 

 

物件名 
受け取った家賃 

の金額（注１） 

前年末における 

未収金額（注１） 

当年末における 

未収金額（注１） 
備考 

ビルＡ １,３００万円 ３０万円  ６０万円 （注２）（注３） 

ビルＢ １,７５０万円   ０円 １００万円 （注４） 

（注１）賃借人とはすべて建物賃貸借契約を締結しており、その契約において家賃の支払日が定められ

ている。未収金額とは、前年または当年の年末までに支払日の到来した家賃のうち、それぞれ

の年末において未収となっているものをいう。 

（注２）受け取った家賃の金額のほかに、敷金５０万円（全額退去時に返還する）の入金があった。 

（注３）前年末における未収金額３０万円については、２０２５年中にすべて回収されており、受け取

った家賃の金額の中に含まれている。 

（注４）受け取った家賃の金額のほかに、保証金１５０万円（契約開始時に２０％を償却し、残額は退

去時に返還する）、更新料８０万円（全額返還しない）の入金があった。 

 

１．３,１６０万円 

２．３,２９０万円 

３．３,３２０万円 

４．３,４１０万円 
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（問題７） 
 

（設問Ｂ）仮に明石さんの２０２６年におけるビル賃貸業の予想収支等が以下のとおりである場合、

２０２６年分のビル賃貸業に係る税引後のキャッシュフローの金額として、正しいものはど

れか。なお、所得税および住民税の金額は、所得控除を考慮せずに不動産所得の金額の２５

％として計算し、実際の納税の時期にかかわらず２０２６年分の支出に含めて計算するもの

とする。 

 

・ 家賃収入金額 ３,５００万円 

・ 固定資産税 ６９７万円 

・ 減価償却費 ９５３万円 

・ 借入金に係る元金返済額 １,３００万円 

・ 借入金に係る利子支払額 ３５０万円 

（このうち６０万円は土地の取得に係る部分の金額である） 

・ ２０２６年分として支払うその他必要経費の金額 ２１５万円 

・ 青色申告特別控除額 ６５万円 

※未収、未払等の経過勘定項目は発生していないものとする。 

 

１．５５３万円 

２．５６８万円 

３．６１８万円 

４．６３３万円 
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（問題８） 
 

（設問Ｃ）明石さんの知人で、個人で不動産賃貸業を営んでいる福岡さんは、２０２５年は消費税の課

税事業者となる。福岡さんの２０２５年分の不動産賃貸に係る損益等の状況は以下のとおり

である。消費税の簡易課税制度が適用される場合、福岡さんが納付すべき消費税の金額とし

て、正しいものはどれか。なお、本設問における「消費税」とは、国税である消費税７.８

％および地方消費税２.２％のことをいい、福岡さんは、「適格請求書発行事業者の登録申請

書（国内事業者用）」を提出したことはない。 

 

項目 金額 

総収入金額 
店舗の賃貸収入 １,９８０万円 

住宅の賃貸収入 １,２１０万円 

必要経費 
課税仕入れに係る経費の金額 １,１００万円 

非課税仕入れに係る経費の金額 １,４３０万円 

・ 上表中の金額のうち、消費税が課税されるものについては税込み表示としている。 

 

１．１７４万円 

２．１０８万円 

３． ８０万円 

４． ６０万円 
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問３ 

 野村さんは、これまで勤務していた株式会社ＳＣを早期退職して、２０２５年５月１日から個人でイ

ンテリア雑貨屋を新規開業しました。野村さんの２０２５年分の事業所得に関する以下の設問Ａ～Ｅに

ついて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでください。なお、解答に当たっては、２０２５年

分の事業所得の金額が最も少なくなる方法によるものとします。 

 

（問題９） 
 

（設問Ａ）野村さんの開業に伴う税務上の届出等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

 

１．野村さんが、２０２５年分の所得税の確定申告について、青色申告制度により確定申告をし

ようとする場合には、２０２５年分の確定申告期限までに「所得税の青色申告承認申請書」

を提出しなければならない。 

２．野村さんが、開業当初から支給する青色事業専従者給与を必要経費に算入するためには、

「青色事業専従者給与に関する届出書」を２０２５年の年末までに提出しなければならない。 

３．野村さんが、給与の支給人員を常時１０人未満で雇用している場合、２０２５年６月支給分

の給与から源泉所得税の納期の特例の適用を受けようとするときは、２０２５年６月末まで

に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しなければならない。 

４．野村さんが、２０２５年分の所得税の確定申告において、コピー機の減価償却方法について

定率法を選択しようとする場合、２０２５年分の確定申告期限までに「所得税の減価償却資

産の償却方法の届出書」を提出しなければならない。 
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（問題１０） 
 

（設問Ｂ）野村さんが経営するインテリア雑貨屋は、妻が所有しているアパートの一室を倉庫として利

用している。また、野村さんは、妻から３００万円、妻の母から１,０００万円を借りて、

運転資金としている。インテリア雑貨屋に係る支払い内容が以下のとおりである場合、野村

さんの２０２５年の所得税における事業所得の計算上、必要経費となる金額として、正しい

ものはどれか。 

 

支払先 生計 支払い内容 金額 

妻 野村さんと生計を一にしている 
借入金の利息 ３万円 

倉庫の家賃 ０円 

妻の母 野村さんと生計が別である 

借入金の元金 １５万円 

借入金の利息 ９万円 

アルバイト代 ５万円 

・ 妻の所有する倉庫について、適正な賃料は８万円で、適正な減価償却費は６万円である。また、倉

庫の固定資産税は４万円であり、すべて妻が支払っている。 

・ ｢青色事業専従者給与に関する届出書」は提出していない。 

・ 上記の金額はすべて２０２５年の事業期間に対応するもので年間の合計額である。 

 

１．１４万円 

２．１９万円 

３．２４万円 

４．３２万円 
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（問題１１） 
 

（設問Ｃ）野村さんは、２０２５年７月に中古の陳列棚を購入し、同月から事業の用に供した。その購

入に関する内容は以下のとおりである。２０２５年分の所得税における事業所得の計算上、

必要経費に算入すべき減価償却費の金額として、正しいものはどれか。なお、この中古の陳

列棚は残存使用可能期間を見積もることが困難であるため、減価償却資産の耐用年数等に関

する省令において定められた簡便な計算方法による耐用年数とする。また、野村さんは減価

償却方法についての届出は行っておらず、法定償却方法によるものとする。 

 

・ 中古の陳列棚の購入価格 １１０万円 

・ 経過年数 ４年７ヵ月 

・ 法定耐用年数 ８年 

・ 償却率 

耐用年数 定額法 定率法 

４年 ０.２５０ ０.５００ 

５年 ０.２００ ０.４００ 

８年 ０.１２５ ０.２５０ 
 

 

１． ６８,７５０円 

２．１１０,０００円 

３．１３７,５００円 

４．２７５,０００円 
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（問題１２） 
 

（設問Ｄ）野村さんは、これまで勤務していたＳＣ社を２０２５年３月に早期退職した。２０２５年から

２０２９年までの所得等が以下のとおりである場合、野村さんの２０２９年分の所得税の計

算上、課税総所得金額として、正しいものはどれか。なお、野村さんは開業時から青色申告

書（損失申告書を含む）を申告期限内に適正に提出しており、純損失の繰越控除の適用があ

るものとする。また、純損失の繰戻還付の適用はないものとする。 

 

年分 各種所得の金額 所得控除額 

２０２５年 

給与所得  １００万円 

事業所得 ▲７６０万円 

退職所得  １４０万円 

１２０万円 

２０２６年 
事業所得  ▲９０万円 

一時所得 ▲１００万円 
１１０万円 

２０２７年 事業所得  １２０万円 １３０万円 

２０２８年 事業所得  ３３０万円 １００万円 

２０２９年 
事業所得  ６５０万円 

配当所得   ５０万円 
１５０万円 

・ 事業所得の損失の金額には、被災事業用資産の損失の金額はない。 

・ 配当所得は少額配当には該当せず、総合課税の適用を受けている。 

 

１．２９０万円 

２．３６０万円 

３．３９０万円 

４．４６０万円 
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（問題１３） 
 

（設問Ｅ）野村さんの２０２５年分の事業所得の状況等は以下のとおりと予想される。野村さんの所得

が事業所得のみであった場合、２０２５年分の税引後（所得税および住民税を控除した後）

のキャッシュフローの金額として、正しいものはどれか。なお、２０２５年に支払う所得税

および住民税の合計金額は２２万円とする。 

 

項目 金額 備考 

収入金額 ６３０万円 すべて現金収入である。 

必要経費 ３５３万円 減価償却費以外はすべて現金による支出である。 

投資額 １５５万円 
商品陳列棚の現金支出額である。減価償却費は２０万円であり、上

記の必要経費に含まれている。 

借入額 １３０万円 

店舗改装用に当年に金融機関から借り入れた金額で、２０２５年

１２月末日までに元金１５万円を返済し、借入利息４万円（上記の

必要経費に含まれている）を支払っている。 

 

１．２１５万円 

２．２３５万円 

３．２５０万円 

４．２５７万円 
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問４ 

 給与所得者に関する以下の設問Ａ～Ｃについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでください。 

 

＜給与所得控除額の速算表＞ 

給与等の収入金額 給与所得控除額 

 １９０万円 以下 ６５万円 

１９０万円 超 ３６０万円 以下 収入金額×３０％＋  ８万円 

３６０万円 超 ６６０万円 以下 収入金額×２０％＋ ４４万円 

６６０万円 超 ８５０万円 以下 収入金額×１０％＋１１０万円 

８５０万円 超  １９５万円（上限） 

 

＜所得税の速算表＞ 

課税される所得金額 税率 控除額 

１,０００円 から １,９４９,０００円 まで  ５％ ０円 

１,９５０,０００円 から ３,２９９,０００円 まで １０％ ９７,５００円 

３,３００,０００円 から ６,９４９,０００円 まで ２０％ ４２７,５００円 

６,９５０,０００円 から ８,９９９,０００円 まで ２３％ ６３６,０００円 

９,０００,０００円 から １７,９９９,０００円 まで ３３％ １,５３６,０００円 

１８,０００,０００円 から ３９,９９９,０００円 まで ４０％ ２,７９６,０００円 

４０,０００,０００円 以上 ４５％ ４,７９６,０００円 

（注）課税される所得金額の１,０００円未満の端数は切捨て 
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（問題１４） 
 

（設問Ａ）布施さんは株式会社ＰＡの専務取締役である。２０２５年中に布施さんがＰＡ社から受け取

った給与等の金額が以下のとおりである場合、布施さんの２０２５年分の所得税の計算上、

給与所得の収入金額として、正しいものはどれか。なお、布施さんについて「事前確定届出

給与に関する届出書」は提出されていない。 

 

項目 金額 備考 

役員報酬 １,０８０万円 毎月９０万円が支給されている。 

役員賞与    ９０万円 １１月に支給されている。 

宿泊手当    １０万円 
出張旅費規程に基づき支給された金額で、通常必要であると認めら

れるものである。 

保険料    ６０万円 

役員のみを対象とした下記の養老保険の年間の保険料である。 

保険契約者（保険料負担者） ＰＡ社 

被保険者 布施さん 

保険料 月額５万円（月払い） 

死亡保険金の受取人 布施さんの遺族 

満期保険金の受取人 布施さん 
 

・ 上記のほかに、ＰＡ社は布施さんへ２０２５年中、継続して社宅を無償で貸与している。税務上、

通常支払うべき使用料に相当する額（賃貸料相当額）は月額１０万円であり、２０２５年１月から

１２月の期間に係る社宅貸与による専務取締役への経済的利益は１２０万円である。 

 

１．１,２３０万円 

２．１,３２０万円 

３．１,３５０万円 

４．１,３６０万円 

 

  



 
2026年度第1回 タックスプランニング 

19 タックスプランニング  ＮＰＯ法人日本ＦＰ協会 無断複製転載禁止 

（問題１５） 
 

（設問Ｂ）藤原さんは、株式会社ＲＦの取締役を務めるほかに、グループ会社である株式会社ＲＧの取

締役も非常勤で務めていたが、２０２５年中に退職している。藤原さんの２０２５年分の源

泉徴収票の内容が下記資料のとおりである場合、２０２５年分の所得税の確定申告における

所得税額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 

 

＜資料＞ 

支払者 役員報酬支払金額 社会保険料等の金額 源泉徴収税額 摘要 

株式会社ＲＦ ７,５００,０００円 １,１５０,０００円 ５５０,０００円 年末調整未済 

株式会社ＲＧ ７５０,０００円 － ２３,０００円 年末調整未済 

・ ２０２５年分の所得税の計算における所得控除の金額について、「社会保険料等の金額」は上表記載

のとおりであり、そのほかに所得控除額が７５０,０００円ある。 

 

１．２５０,５００円が還付される。 

２．１１５,５００円が還付される。 

３．３４,５００円を納付する。 

４．１５８,５００円を納付する。 

 

（問題１６） 
 

（設問Ｃ）湯本さんは株式会社ＲＪに勤務する会社員である。湯本さんの２０２５年中の収入が以下の

とおりである場合、湯本さんの２０２５年分の所得税の計算上、総所得金額として、正しい

ものはどれか。 

 

○給与収入等に関する内容 

・ 基本給  ７７０万円 

・ 資格手当  ３０万円（注１） 

・ 通勤手当  １８万円（注２） 

・ 賞与   １４０万円 

（注１）ＲＪ社が特定の資格を有する社員に対して１ヵ月当たり２５,０００円を支給している。 

（注２）１ヵ月当たり１５,０００円が支給されている。湯本さんは公共交通機関を利用しており、

当該金額は一般の通勤者につき通常必要と認められるものである。 

※湯本さんには、湯本さんと同居し生計を一にする長女（１７歳）および長男（１５歳）がいる。

長女、長男はいずれも収入はない。 

※年齢は２０２５年１２月末日の現況である。 

 

１．７,０９０,０００円 

２．７,３６０,０００円 

３．７,４５０,０００円 

４．７,５２２,０００円  



 
タックスプランニング 2026年度第1回 

20 ＮＰＯ法人日本ＦＰ協会 無断複製転載禁止 タックスプランニング 

問５ 

 所得税に関する以下の設問Ａについて、答えを１～４の中から１つ選んでください。 

 

（問題１７） 
 

（設問Ａ）リサイクルショップを営んでいる個人事業主の天野さんは、店舗として賃借しているビルが

建て替えられることになり、２０２５年８月に立退きを余儀なくされた。この立退きに伴い

天野さんが受け取った立退き料等が以下のとおりであった場合、天野さんの２０２５年分の

所得税に関する以下の文章の空欄（ア）、（イ）にあてはまる語句の組み合わせとして、正し

いものはどれか。 

 

＜立退き料等に関する内容＞ 

・ 立退き料 ：８００万円（借家権の対価には該当しない） 

・ 保証金  ：１００万円（賃貸借契約の終了により家主から返還された保証金） 

・ 休業補償金：２００万円（移転休業中の収入および固定費を補填するための補償金） 

・ 損害賠償金： ７０万円（店舗移転作業中の引越業者の過失による商品破損に対する損害賠

償金） 

 

＜天野さんの２０２５年分の所得税＞ 

・ 総所得金額に算入すべき一時所得の金額は（ ア ）である。 

・ 事業所得の総収入金額に算入すべき金額は（ イ ）である。 

 

１．（ア）３７５万円 （イ）２７０万円 

２．（ア）３７５万円 （イ）３００万円 

３．（ア）３７５万円 （イ）３７０万円 

４．（ア）４００万円 （イ）２７０万円 
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問６ 

 所得税の退職所得に関する以下の設問Ａについて、答えを１～４の中から１つ選んでください。 

 

（問題１８） 
 

（設問Ａ）三上さん（２６歳）は、２０２１年４月１日に初めての就職先として知人が経営する株式会

社ＲＫの取締役に就任した。その後、２０２５年９月３０日にＲＫ社の取締役を辞任してお

り、その際、ＲＫ社から以下のとおり退職一時金が支給された。三上さんの２０２５年分の

退職所得の金額として、正しいものはどれか。 

 

支払者 支給年月 金額 役員就任期間 

ＲＫ社 ２０２５年１０月 ５００万円 ２０２１年４月１日～２０２５年９月３０日 

・ 障害者になったことを基因とする退職ではないものとする。 

・ ｢退職所得の受給に関する申告書」は適正に提出されているものとする。 

・ 過去に退職金の支給を受けたことはないものとする。 

 

１．１５０万円 

２．１７０万円 

３．３００万円 

４．３４０万円 
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問７ 

 個人の株式等の譲渡等に関する以下の設問Ａ～Ｅについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選

んでください。 

 

（問題１９） 
 

（設問Ａ）佐野さんが２０２５年中に支払いを受けた配当等が以下のとおりである場合、佐野さんの

２０２５年分の所得税の確定申告で総合課税を選択したときの配当所得の金額として、正し

いものはどれか。なお、確定申告不要を選択できるものについては、すべて申告不要を選択

するものとする。 

 

銘柄等 
配当等の金額 

（税引前） 

左記の 

計算期間 
備考 

株式会社ＹＡ  ９０,０００円 １２ヵ月 ・ 上場株式である。 

株式会社ＹＢ １８０,０００円 １２ヵ月 ・ 非上場株式である。 

株式会社ＹＣ 
 ４８,０００円  ６ヵ月 ・ 上場株式である。 

・ 配当は年２回である。  ５３,０００円  ６ヵ月 

株式会社ＹＤ 
 ６７,０００円  ６ヵ月 ・ 非上場株式である。 

・ 配当は年２回である。  ４４,０００円  ６ヵ月 

国内公募株式

投資信託 
 ８２,０００円 １２ヵ月 

・ 国内の上場株式を投資対象とする投資信託

である。 

・ ２０２５年中に信託を開始し、信託期間は

無期限である。 

・ 分配は年１回であり、左記の金額は普通分

配金に該当する。 

・ 株式はいずれも内国法人のものであり、佐野さんはいずれの株式においても大口株主等に該当し

ない。 

・ 配当等の金額から控除する負債の利子はない。 

・ 佐野さんは特定口座と少額投資非課税制度の口座（ＮＩＳＡ口座）は有しておらず、２０２５年中

に株式等の売買は行っていない。 

・ ２０２５年中において適用される上場株式等の譲渡損失の繰越控除の金額はない。 

 

１．１８０,０００円 

２．２４７,０００円 

３．３００,０００円 

４．３２９,０００円 

 

  



 
2026年度第1回 タックスプランニング 

23 タックスプランニング  ＮＰＯ法人日本ＦＰ協会 無断複製転載禁止 

（問題２０） 
 

（設問Ｂ）室井さんの２０２１年から２０２５年までの上場株式に係る譲渡所得の金額および配当所得

の金額は以下のとおりである。上場株式の配当所得について各年分において申告分離課税に

より確定申告をした場合、室井さんの２０２５年分の所得税の計算上、上場株式等に係る譲

渡損失の損益通算および繰越控除の規定により、上場株式に係る譲渡所得の金額から控除さ

れる損失の額として、正しいものはどれか。 

 

年分 
譲渡所得の金額 

配当所得の金額 
銘柄 譲渡所得の内訳 

２０２１年分 株式会社ＹＷ 

収入金額 １２０万円 

取得費  １５０万円 

譲渡費用   １万円 

６万円 

２０２２年分 株式会社ＹＸ 

収入金額 ４０４万円 

取得費  ３８９万円 

譲渡費用   ３万円 

５万円 

２０２３年分 取引なし ３万円 

２０２４年分 株式会社ＹＹ 

収入金額 ２２２万円 

取得費  ２３８万円 

譲渡費用   ２万円 

１２万円 

２０２５年分 株式会社ＹＺ 

収入金額 ３５６万円 

取得費  ３３１万円 

譲渡費用   ４万円 

７万円 

・ 室井さんは２０２１年分の所得税の確定申告以後、連続して上場株式等に係る譲渡損失の損益通算

および繰越控除の適用を受けており、２０２０年以前には株式等の取引を行っていないものとする。 

・ 上場株式はいずれも内国法人のものであり、室井さんはいずれの株式においても大口株主等に該当

しない。 

・ 少額投資非課税制度の口座（ＮＩＳＡ口座）の利用による譲渡所得、配当所得は含まれていない。 

・ 上記の表の金額は、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除の適用を受ける前の金額

である。 

・ 上記の取引は、すべて証券会社を経由して行っている。 

 

１． ６万円 

２．１１万円 

３．１８万円 

４．２３万円 
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（問題２１） 
 

（設問Ｃ）大垣さんの２０２５年中の上場株式の取引内容は以下のとおりである。大垣さんの２０２５

年分の所得税の確定申告における譲渡所得の金額として、正しいものはどれか。なお、解答

に当たっては、大垣さんの申告する譲渡所得の金額が最も少なくなるように計算すること。 

 

銘柄 取得日 譲渡日 譲渡価額 
左記に対応する 

取得費等 
備考 

ＰＢ株式 
２０２２年 

９月２７日 

２０２５年 

３月２５日 
４２０万円 ３９０万円 （注１） 

ＰＣ株式 
２０２４年 

７月１７日 

２０２５年 

５月２８日 
１５０万円 ２００万円 （注２） 

ＰＤ株式 
２０２０年 

２月１４日 

２０２５年 

１０月６日 
４４０万円 ３５０万円 （注３） 

・ 大垣さんはこれまでに上記以外の株式等の取引を行っていないものとする。 

（注１）大垣さんは、従前からＢ証券会社にＢ特定口座（源泉徴収選択口座に該当する）を開設してお

り、そのＢ特定口座でＰＢ株式の取引を行っている。なお、本年中にＢ特定口座で行われた取

引はＰＢ株式の譲渡のみである。 

（注２）大垣さんは、従前からＣ証券会社にＣ特定口座（源泉徴収選択口座以外に該当する）を開設し

ており、そのＣ特定口座でＰＣ株式の取引を行っている。なお、本年中にＣ特定口座で行われ

た取引はＰＣ株式の譲渡のみである。 

（注３）大垣さんは、従前からＤ証券会社にＤ一般口座を開設しており、そのＤ一般口座でＰＤ株式の

取引を行っている。なお、本年中にＤ一般口座で行われた取引はＰＤ株式の譲渡のみである。 

 

１． ４０万円 

２． ７０万円 

３． ９０万円 

４．１２０万円 
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（問題２２） 
 

（設問Ｄ）青山さんの２０２５年中の上場株式の取引内容は以下のとおりである。青山さんの２０２５

年分の所得税の確定申告における譲渡所得の金額として、正しいものはどれか。 

 

銘柄 取引日 区分 数量 単価 取得費 譲渡価額 譲渡費用 

ＰＥ株式 2025年10月27日 譲渡 1,500株 2,000円 ＜資料＞ 3,000,000円 30,000円 

 

＜資料＞ＰＥ株式の取引の状況 

取引日 区分 数量 単価 収入金額 支払金額 

2020年 9月28日 取得 1,800株 1,500円 － 2,700,000円 

2021年 7月12日 取得 2,200株 1,800円 － 3,960,000円 

2022年 6月23日 譲渡 2,000株 2,100円 4,200,000円 － 

2024年 8月22日 取得  500株 1,600円 － 800,000円 

2024年12月19日 譲渡 1,500株 1,900円 2,850,000円 － 

2025年 6月24日 取得 1,000株 1,800円 － 1,800,000円 

・ 単価および支払金額は手数料を含んだ金額である。 

・ 青山さんは、証券会社の一般口座で取引を行っており、上記以外の株式の取引は行っていないもの

とする。 

 

１．２７０,０００円 

２．３８１,０００円 

３．４１１,０００円 

４．４９２,０００円 
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（問題２３） 
 

（設問Ｅ）ＰＦ株式会社に勤務している川野さんは、以下の条件でＰＦ社から無償で付与されたストッ

ク・オプションについて、２０２５年中にすべて権利行使をしてＰＦ社の株式を取得し、同

年中に全株式を売却した。川野さんの２０２５年分の所得税の計算上、株式等に係る譲渡所

得の金額として、正しいものはどれか。 

 

○川野さんに付与されたストック・オプションの内容 

川野さんへ付与された新株予約権の個数 １５個 

新株予約権の目的である株式の数 １個当たり１００株 

権利行使株数 １,５００株 

権利行使価額 １株 ３,８００円 

 

○ＰＦ社の株価に関する情報 

川野さんへの権利付与時の時価 １株 ３,６００円 

川野さんが権利行使した時の時価 １株 ５,０００円 

川野さんが権利行使により取得した株式の譲渡時の時価 １株 ５,８００円 

 

・ ストック・オプションにおける税制適格要件のすべてを満たしており、その適用を受ける旨の届出

をしている。 

・ ２０２５年中に川野さんが譲渡した株式はこのほかになく、譲渡費用は考慮しないものとする。 

 

１．１２０万円 

２．１８０万円 

３．３００万円 

４．３３０万円 
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問８ 

 居住用財産の譲渡に関する以下の設問Ａについて、答えを１～４の中から１つ選んでください。なお、

森林環境税、住民税の均等割および調整控除については考慮しないものとします。 

 

（問題２４） 
 

（設問Ａ）鶴見さんは、所有する居住用財産（土地および建物）を２０２５年１１月に売却した。居住

用財産の売却に関する内容は以下のとおりである。鶴見さんの居住用財産の譲渡所得に係る

所得税および住民税の金額（合計額）として、正しいものはどれか。なお、「居住用財産を

譲渡した場合の３,０００万円の特別控除」および「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡

所得の軽減税率の特例」の適用要件はすべて満たしているものとする。また、所得税および

住民税の金額は、所得控除を考慮せず計算し、解答に当たっては、納付税額が最も少なくな

る方法を選択するものとする。 

 

○鶴見さんの居住用財産の売却に関する内容 

取得年月 ２０１０年１２月 取得価額 
土地 １,５００万円 

建物（木造）（注１） ２,０００万円 

譲渡年月 ２０２５年１１月 
譲渡価額 土地および建物 ６,０００万円 

譲渡費用（注２） ２１０万円 

（注１）居住用建物（木造）の法定耐用年数は２２年である。 

（注２）譲渡費用は、譲渡年において現金で支払ったものである。 

 

○｢建物の取得費」の計算方法 

① 建物の取得価額 ２,０００万円 

② 建物の減価償却費相当額 ＊＊＊円 

③ 建物の取得費（＝①－②） ＊＊＊円 

 

○旧定額法の償却率 

年数 ２２年 ３３年 ４４年 

償却率 ０.０４６ ０.０３１ ０.０２３ 

 

※問題作成の都合上、一部を「＊＊＊」で表示している。 

 

１．１７７,８００円 

２．２５４,０００円 

３．３０８,０００円 

４．７４４,８００円  
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問９ 

 利子や為替差損益に対する所得税の取扱いに関する以下の設問Ａについて、答えを１～４の中から１

つ選んでください。 

 

（問題２５） 
 

（設問Ａ）非永住者以外の居住者である会社員の浅見さんは、以前に銀行の国内支店で預け入れたＧＡ

定期預金とＧＢ定期預金の２種類の通貨の外貨建て預金（為替予約なし）がいずれも満期と

なり、預金利息と為替差損益が生じた。浅見さんの２０２５年中の収入等が以下のとおりで

あった場合、浅見さんの２０２５年分の所得税の計算上、総所得金額として、正しいものは

どれか。 

 

＜２０２５年中の収入等の状況＞ 

〇勤務先からの給与所得 ７２０万円 

〇外貨預金の利息および為替差損益 

預金 預金利息（税引前） 為替差損益 

ＧＡ定期預金 ２０万円 為替差損 ３５万円 

ＧＢ定期預金 ９万円 為替差益 １２万円 

・ これらの外貨預金の受取利息は、いずれも国内において源泉徴収されるものであり、かつ、

外国所得税が課されるものではない。 

〇副業の講演による収入 ６０万円 

事業的規模ではなく、必要経費としての適正額は２０万円である。 

 

１．７３７万円 

２．７６０万円 

３．７６６万円 

４．７８９万円 
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問１０ 

 所得税の損益通算に関する以下の設問Ａ、Ｂについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んで

ください。 

 

（問題２６） 
 

（設問Ａ）個人事業を営む榎並さんは、資産運用の一環として銀行借入れにより中古の賃貸用アパート

１棟を購入した。榎並さんの２０２６年分の所得等の内容が以下のとおりであった場合、榎

並さんの２０２６年分の所得税の計算上、総所得金額として、正しいものはどれか。なお、

解答に当たっては、その年分の所得税の金額が最も少なくなる方法により計算するものと

する。 

 

〇事業所得の金額：８００万円 

〇不動産所得に係る内容 

・ 賃貸収入：４００万円 

・ 必要経費：５６５万円 

 （内訳）支払利息：８０万円（アパートの取得に要した借入金利子） 

 その他経費：４８５万円（必要経費として適正額） 

〇不動産購入時の内容 

取得価額 購入資金 

土地 ２,５００万円 自己資金 １,０００万円 

建物 ２,５００万円 銀行借入金 ４,０００万円 

合計 ５,０００万円 合計 ５,０００万円 

・ 土地と建物は、一の契約により、同一の者から取得した。 

・ 銀行借入金の金額は、土地と建物ごとに区分されていない。 
 
 

１．６３５万円 

２．６６５万円 

３．６７５万円 

４．６８５万円 
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（問題２７） 
 

（設問Ｂ）大下さんの２０２６年分の各種所得の金額等が以下のとおりである場合、大下さんの２０２６

年分の所得税の計算上、課税総所得金額として、正しいものはどれか。 

 

所得区分 金額 備考 

給与所得 ３９０万円  

事業所得 ▲４００万円  

不動産所得 ▲５０万円 土地を取得するために要した負債利子はない。 

譲渡所得 ▲３０万円 通勤用車両の売却によるものである。 

一時所得 ５１０万円 生命保険契約の満期によるものである。 

雑所得 ▲２０万円 臨時的な論文の投稿によるものである。 

・ 所得控除額は１７０万円である。 

 

１．２５万円 

２．４０万円 

３．４５万円 

４．５５万円 
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問１１ 

 所得税の住宅借入金等特別控除（以下「住宅ローン控除」という）に関する以下の設問Ａ、Ｂについ

て、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでください。なお、解答に当たっては、２０２５年分の

所得税額が最も少なくなる方法を選択するものとします。 

 

＜住宅ローン控除借入限度額＞（２０２５年に住宅を新築等して入居した場合） 

区分 借入限度額 

認定住宅等 

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 
       ４,５００万円 

特例対象個人：５,０００万円 

ＺＥＨ水準省エネ住宅 
       ３,５００万円 

特例対象個人：４,５００万円 

省エネ基準適合住宅 
       ３,０００万円 

特例対象個人：４,０００万円 
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（問題２８） 
 

（設問Ａ）共働きの会社員である別所さんと妻の香織さんは、２０２５年６月に新築マンションを購入

した後、直ちに居住の用に供した。別所さん夫妻が購入したマンションの概要および取得資

金の内訳等が以下のとおりである場合、別所さん夫妻の２０２５年分の所得税の計算上、確

定申告により適用を受けることができる住宅ローン控除の金額（合計額）として、正しいもの

はどれか。 

 

＜別所さん夫妻が購入したマンションの概要＞ 

・ 床面積  ７８ｍ2（すべて居住用である） 

・ 取得価額 ６,７００万円 

・ 認定長期優良住宅に該当する。 

・ 別所さん４／５、香織さん１／５の共有名義で登記している。 

 

＜取得資金の内訳＞ 

調達先等 金額（注１） 返済期間 金利 債務者 
２０２５年の 

年末借入残高 
備考 

自己資金 １,０００万円 － － － － （注２） 

金融機関 ５,２００万円 ２５年 ２.２％ 
別所さん 

香織さん 
５,０００万円 （注３） 

別所さんの 

勤務先から 

の社内融資 

  ３００万円 １０年 １.５％ 別所さん   ２９０万円 （注４） 

別所さんの父   ２００万円  ８年 １.２％ 別所さん   １９０万円 （注５） 

（注１）金融機関、別所さんの勤務先からの社内融資、別所さんの父の金額は、当初借入額である。 

（注２）自己資金の内訳は、別所さん７００万円、香織さん３００万円である。 

（注３）別所さんと香織さんの連帯債務であり、登記割合に応じて返済している。 

（注４）別所さんは勤務先の役員ではない。 

（注５）公正証書による金銭消費貸借契約を交わしており、契約どおりに返済されている。 

 

＜その他＞ 

・ ２０２５年分の年末調整後の所得税額は、別所さんが４０万円、香織さんが５万円である。 

・ 別所さん夫妻は、住宅ローン控除の適用を受けるための要件はすべて満たしており、特例対

象個人に該当するものとする。 

 

１．３５０,３００円 

２．３６３,６００円 

３．３７０,３００円 

４．３８３,６００円 
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（問題２９） 
 

（設問Ｂ）北村さんは、２０２０年１１月に住宅を取得し、取得後直ちに居住の用に供した。住宅取得

に当たり、下記の内容で金融機関の住宅ローンを借り入れ、居住の年より所得税の住宅ロー

ン控除の適用を受けている。北村さんが、この住宅ローンを借入れから５年経過時に一部繰

上げ返済する場合、繰上げ返済後における住宅ローン控除の適用可否について述べた次の記

述の適不適の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、繰上げ返済後においても住宅

ローン控除の適用を受けるための他の要件はすべて満たしているものとする。 

 

項目 内容 

借入先 株式会社ＹＮ銀行 

住宅借入金等の内訳 住宅および土地等 

住宅借入金等の金額 当初金額 ２,０００万円 

償還期間または賦払期間 ２０２０年１１月１日から２０４５年１０月３１日までの２５年間 

返済方法 

・ 最初の返済日は２０２０年１２月１日 

・ それ以降、償還期間の終了時までの期間にわたり、原則、毎月１

日期日による月払い 

・ 繰上げ返済を行っても、繰上げ返済時から償還期間の終了時まで

の期間にわたり、原則、毎月１日期日による月払い 

 

（ア）繰上げ返済により、繰上げ返済時から返済終了時までの返済期間が７年間となった場合でも、

繰上げ返済した年以後において住宅ローン控除の適用を受けることができる期間がある。 

（イ）繰上げ返済により、繰上げ返済時から返済終了時までの返済期間が１２年間となった場合で

も、繰上げ返済した年以後において住宅ローン控除の適用を受けることができる期間がある。 

 

１．（ア）は不適切、（イ）は不適切。 

２．（ア）は不適切、（イ）は適切。 

３．（ア）は適切、（イ）は適切。 

４．（ア）は適切、（イ）は不適切。 
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問１２ 

 所得税の計算に関する以下の設問Ａについて、答えを１～４の中から１つ選んでください。 

 

＜所得税の速算表＞ 

課税される所得金額 税率 控除額 

１,０００円 から １,９４９,０００円 まで  ５％ ０円 

１,９５０,０００円 から ３,２９９,０００円 まで １０％ ９７,５００円 

３,３００,０００円 から ６,９４９,０００円 まで ２０％ ４２７,５００円 

６,９５０,０００円 から ８,９９９,０００円 まで ２３％ ６３６,０００円 

９,０００,０００円 から １７,９９９,０００円 まで ３３％ １,５３６,０００円 

１８,０００,０００円 から ３９,９９９,０００円 まで ４０％ ２,７９６,０００円 

４０,０００,０００円 以上 ４５％ ４,７９６,０００円 

（注）課税される所得金額の１,０００円未満の端数は切捨て 

 

（問題３０） 
 

（設問Ａ）関根さんの２０２６年における所得等が以下のとおりであった場合、関根さんの２０２６年

分の所得税額として、正しいものはどれか。 

 

所得区分 金額 備考 

給与所得 所得金額   ４３６万円 退職前にＨＡ社から支払われたものである。 

退職所得 収入金額   ９５０万円 ２０年間勤務したＨＡ社から支払われたものである。 

事業所得 
収入金額   ８００万円 

惣菜店の事業に係るものである。 
必要経費 １,０００万円 

不動産所得 
収入金額   ２５０万円 事業的規模ではなく、必要経費には土地負債利子は

含まれていない。 必要経費   １０５万円 

・ 障害者になったことを基因とする退職ではないものとする。 

・ ｢退職所得の受給に関する申告書」は適正に提出されているものとする。 

・ 過去に退職金の支給を受けたことはなく、特定役員退職手当等に該当するものは含まれていない。 

・ 所得控除の金額は１２０万円である。 

・ ６５万円の青色申告特別控除額の適用要件を満たしている。 

 

１．１３５,５００円 

２．１３６,０００円 

３．１７３,５００円 

４．２０１,０００円 
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問１３ 

 所得税の申告に関する以下の設問Ａについて、答えを１～４の中から１つ選んでください。 

 

（問題３１） 
 

（設問Ａ）会社員の長谷川さんは、勤務先からの給与所得以外の所得はなく、勤務先で年末調整を受け

ていたため、これまで所得税の確定申告を行ったことはなかった。しかし、２０２６年の年

末になり、２０２５年分の所得税において医療費控除の適用要件を満たしていることを知っ

た。長谷川さんの所得税に係る申告および更正の請求に関する次の記述のうち、最も適切な

ものはどれか。 

 

１．すでに２０２５年分の確定申告書の提出期限が経過しているため、所得税の還付を受けるた

めの手続きを行うことはできない。 

２．更正の請求を行うことにより、所得税の還付を受けることができるが、その期限は２０２５

年分の確定申告書の提出期限から５年以内である。 

３．還付申告を行うことにより、所得税の還付を受けることができるが、その期限は２０２５年

分の確定申告書の提出期限から５年以内である。 

４．還付申告を行うことにより、所得税の還付を受けることができるが、その期限は２０２６年

１月１日から５年以内である。 
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問１４ 

 所得税に関する以下の設問Ａについて、答えを１～４の中から１つ選んでください。 

 

（問題３２） 
 

（設問Ａ）株式会社ＲＢの東京本社に勤務する馬場さんは、２０２５年９月１日から２年間の予定で

ＲＢ社の米国支店に転勤している。馬場さんは、今回の転勤に当たり家族全員を伴って赴任

した。なお、馬場さんはＲＢ社の役員ではなく、給与収入以外の収入はない。馬場さんの

２０２５年９月１日以後の収入に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．米国での勤務に基因する給与であり、かつ、米国において支給されるものは日本の所得税が

課されない。 

２．米国での勤務に基因する給与であり、かつ、米国において支給されるもののうち、日本在住

の父母へ送金することを目的として、日本に本店がある銀行の東京支店に振り込まれるもの

は日本の所得税が課される。 

３．米国に本店がある銀行の東京支店に預け入れた外貨預金の利子には、日本の所得税が課さ

れる。 

４．米国赴任後に日本の自宅を賃貸したことにより生じる不動産所得には、日本の所得税が課さ

れる。 
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問１５ 

 消費税に関する以下の設問Ａ、Ｂについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでください。

なお、「消費税」とは、国税である消費税および地方消費税のことをいいます。 

 

（問題３３） 
 

（設問Ａ）木内さんは２０２３年７月に個人事業を開始した。木内さんの消費税に関する内容が以下の

とおりであった場合、２０２５年分と２０２６年分について、木内さんの課税事業者または

免税事業者の判定の組み合わせとして、正しいものはどれか。 

 

年分 期間 課税売上高 給与等の金額 

２０２３年分 
上半期 － － 

下半期 ４２０万円 ３００万円 

２０２４年分 
上半期 ４９０万円 ３２０万円 

下半期 ５２０万円 ４００万円 

２０２５年分 
上半期 ８５０万円 ６４０万円 

下半期 未定 未定 

・ 上半期とは１月１日から６月３０日まで、下半期とは７月１日から１２月３１日までを指す。 

・ 木内さんは、開業して以来「消費税課税事業者選択届出書」、「適格請求書発行事業者の登録申請書

（国内事業者用）」を提出したことはない。 

・ ｢給与等の金額」は、所得税法に規定する給与等の支払金額である。 

 

１．２０２５年分 課税事業者  ２０２６年分 課税事業者 

２．２０２５年分 課税事業者  ２０２６年分 免税事業者 

３．２０２５年分 免税事業者  ２０２６年分 免税事業者 

４．２０２５年分 免税事業者  ２０２６年分 課税事業者 
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（問題３４） 
 

（設問Ｂ）消費税の簡易課税制度は、それぞれの事業の課税売上高に対し、第１種事業から第６種事業

までの各事業について、各々に定められたみなし仕入率を適用して仕入税額控除額を計算す

るものであり、第１種事業から第６種事業までのいずれに該当するかの判定は、原則として

その事業者が行う課税資産の譲渡等ごとに行われる。次の各選択肢の事業について、消費税

の簡易課税制度において適用される事業区分（みなし仕入率）として、最も適切なものはど

れか。 

 

１．卸売業を営む事業者が自己において事業用として使用していた営業車両を中古車買取業者に

譲渡したことによる課税売上は、第１種事業（みなし仕入率９０％）に該当する。 

２．レストランの店内で食事を提供する飲食店業は、第３種事業（みなし仕入率７０％）に該当

する。 

３．製造業を営む事業者が他の者の製品に加工を施したことによる加工賃に係る課税売上は、

第５種事業（みなし仕入率５０％）に該当する。 

４．他の者から仕入れた食料品をそのまま性質、形状を変更することなく小売店舗で販売する小

売業は、第２種事業（みなし仕入率８０％）に該当する。 
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問１６ 

 個人事業税に関する以下の設問Ａについて、答えを１～４の中から１つ選んでください。 

 

（問題３５） 
 

（設問Ａ）有馬さんの２０２６年分の所得税青色申告決算書（一般用および不動産所得用）の内容が以

下のとおりである場合、これに係る納付すべき個人事業税の金額として、正しいものはどれ

か。なお、売上（収入）金額は全額事業税の課税対象となるものである。また、年の中途で

の廃業はなく、事業は１年を通して行われているものとする。 

 

科目 事業所得の金額 不動産所得の金額 

売上（収入）金額 １,２００万円 ９２５万円 

必要経費 １,０５０万円 ４５５万円 

差引金額 １５０万円 ４７０万円 

青色事業専従者給与 ２４０万円 － 

青色申告特別控除前の所得金額 ▲９０万円 ４７０万円 

青色申告特別控除額 － ６５万円 

所得金額 ▲９０万円 ４０５万円 

・ ２０２５年に純損失４０万円が発生しているが、適正に繰り越されている。 

・ 事業所得および不動産所得を生じる事業はいずれも第１種事業に該当する。 

・ 青色事業専従者給与の金額は、勤務の状況などからみて適正なものである。 

 

１． ２５,０００円 

２． ４５,０００円 

３． ７０,０００円 

４．１４５,０００円 

 

  



 
タックスプランニング 2026年度第1回 

40 ＮＰＯ法人日本ＦＰ協会 無断複製転載禁止 タックスプランニング 

問１７ 

 株式会社ＰＧは、食料品の製造業を営んでいる期末資本金の額が１,０００万円の法人であり、期中

における増減資はなく、株主がすべて個人で、常時使用する従業員の数が１００人未満の１年決算法人

です。法人税に関する以下の設問Ａ～Ｆについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでくださ

い。なお、ＰＧ社は、設立以来継続して青色申告による確定申告書を期限内に提出しており、適用除外

事業者以外の中小企業者等に該当します。また、解答に当たっては、当期の課税所得の金額が最も少な

くなるように計算するものとし、消費税については考慮する必要はありません。 

 

＜資料＞ 
 

当期（２０２４年１１月１日～２０２５年１０月３１日）のＰＧ社の決算に関し、注意すべき事項

は以下のとおりである。 

 

［租税公課に関する事項］ 

当期において損金経理により、損益計算書上の租税公課勘定に計上された金額の内訳は以下のと

おりである。 

法人税（当期中間分の本税） ５,１２６千円 

地方法人税（当期中間分の本税） ５２８千円 

法人住民税（当期中間分の本税） １１２千円 

法人事業税（当期中間分の本税） ２,０４９千円 

特別法人事業税（当期中間分の本税） ７１０千円 

固定資産税 ８２５千円 

印紙税（過怠税２０千円を含む） ４５０千円 

不納付加算税（源泉所得税納付遅延に係るもの） ６０千円 

交通反則金 ７０千円 

※交通反則金は業務の遂行に関連した行為に対して課されたものではなく、専務取締役が負担す

べきものをＰＧ社が負担したものである。 

 

［接待交際費に関する事項］ 

当期において損金経理により、損益計算書上の接待交際費勘定に計上された金額の内訳は以下の

とおりである。 

・ 創立記念日に従業員に対して一律に供与した飲食費の額（通常要する費用） ７５０千円 

・ 当社の商品展示会に得意先の役員を招待した交通費、宿泊費等の費用 ５５０千円 

・ 当社得意先との打ち合わせ後に行われた懇親会で支出した飲食費の額 １９５千円 

なお、上記は一次会の費用６０千円と二次会の費用１３５千円の合計額であり、参加人数は

いずれも１５人である。また、一次会と二次会はそれぞれ単独で行われたと認められる。 

・ 得意先への自社の社名入りカレンダーの贈答費用 ６６０千円 

（宣伝的効果を意図したもので、通常要する費用） 

・ 当社得意先、仕入先へのお中元・お歳暮の贈答費用 １,８５５千円 

・ その他税務上交際費と認められる金額（接待飲食費は含まれていない） ６,９８０千円 

※飲食に要した費用に係る必要書類は適正に保存されている。  
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［役員報酬に関する事項］ 

当期において損金経理により、損益計算書上の役員報酬勘定に計上された金額のうち、２５０千

円は、常務取締役に対し当期８月に支出した渡切交際費である。当該渡切交際費は、実質的な給

与と認められるものであるため、役員報酬勘定に計上している。 

 

［寄附金に関する事項］ 

当期に支出した３２０千円は、学術研究の経費のために国立大学法人に寄附した１２０千円と、

代表取締役社長の長女の大学入学の際に入学先の私立大学に寄附した２００千円である。 

 

［減価償却費に関する事項］ 

種類 取得価額 当期償却費 
期末 

帳簿価額 

法定 

耐用年数 
事業供用日 備考 

野立て看板 

（構築物） 
２８０千円 ２８０千円 ０円 １０年 

２０２４年 

１１月６日 

（注１)(注２）

（注３） 

電子計算機 

（器具備品） 
２,９７０千円 ２,９７０千円 ０円  ４年 

２０２５年 

７月１０日 

（注１)(注２）

（注４） 

（注１）ＰＧ社は減価償却方法に関する届出は一切行っていない。 

（注２）自社使用の目的で取得した新品であり、貸付けの用に供されているものはない。 

（注３）当期１１月に単価２８０千円のものを取得し、直ちに事業の用に供したものである。 

（注４）当期７月に単価２７０千円のものを１１台取得し、直ちに事業の用に供したものである。 

 

［償却率等］ 

耐用年数 定額法 定率法 改定償却率 保証率 

４年 ０.２５０ ０.５００ １.０００ ０.１２４９９ 

１０年 ０.１００ ０.２００ ０.２５０ ０.０６５５２ 

 

［貸倒損失に関する事項］ 

取引先名 貸倒損失の金額 備考 

ＰＨ社 ５００千円 

ＰＨ社に対し貸付金１,０００千円を有しているが、同社の

資産状況および支払い能力からみて５００千円は回収が困難

であると認められる。そのため貸付金５００千円を貸倒損失

として損金経理した。なお、同社から担保物の提供は受けて

いない。 

ＰＩ社 ６００千円 

ＰＩ社に対し当期１１月に発生した売掛金６００千円を有し

ているが、債務超過状態が継続しており、当期に同社が民事

再生法による再生手続開始の申立てを行ったため、全額を貸

倒損失として損金経理した。なお、当期末において民事再生

法の認可決定はされていない。 

ＰＪ社 ７００千円 

継続的な取引先であるＰＪ社に対し貸付金７００千円を有し

ているが、最後の弁済を受けてから１年以上が経過したた

め、全額を貸倒損失として損金経理した。なお、同社から担

保物の提供は受けていない。 
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（問題３６） 
 

（設問Ａ）当期の法人税額の計算上、租税公課に係る損金不算入とすべき金額として、正しいものはど

れか。 

 

１．５,９１６千円 

２．５,８９６千円 

３．５,８４６千円 

４．５,７８６千円 

 

（問題３７） 
 

（設問Ｂ）当期の法人税額の計算上、交際費等に係る損金不算入とすべき金額として、正しいものはど

れか。 

 

１．１,０８５千円 

２．１,０３０千円 

３．  ９７０千円 

４．  ８３５千円 

 

（問題３８） 
 

（設問Ｃ）当期の法人税額の計算上、役員に対する給与（報酬・賞与）のうち、損金不算入とすべき金

額として、正しいものはどれか。なお、ＰＧ社は「事前確定届出給与に関する届出書」を提

出していないものとし、給与のうち不相当に高額な部分の金額はないものとする。 

 

１．６４０千円 

２．５２０千円 

３．４５０千円 

４．３７０千円 

 

（問題３９） 
 

（設問Ｄ）当期の法人税額の計算上、減価償却費に計上した金額のうち、損金不算入とすべき金額とし

て、正しいものはどれか。なお、特別償却は考慮しないものとする。 

 

１．２５２千円 

２．２２５千円 

３．２２４千円 

４．１８０千円 
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（問題４０） 
 

（設問Ｅ）当期の法人税額の計算上、貸倒損失のうち、損金不算入とすべき金額として、正しいものは

どれか。 

 

１．１,８００千円 

２．１,３００千円 

３．１,２００千円 

４．１,１００千円 

 

（問題４１） 
 

（設問Ｆ）ＰＧ社の同業他社である株式会社ＰＫ（資本金１,０００万円）の課税所得の推移が以下の

とおりである場合、当期の第１４期において控除できる繰越欠損金額として、正しいものは

どれか。なお、ＰＫ社は株主がすべて個人の１年決算法人であり、会社設立以来、連続して

法人税の確定申告について申告区分に記載した申告書を期限内に提出しており、欠損金の繰

戻還付の適用は受けていないものとする。 

 

決算期 事業年度 申告区分 繰越控除前の課税所得金額 

第１期 ２０１１年８月１日～２０１２年７月３１日 白色 ▲３００千円 

第２期 ２０１２年８月１日～２０１３年７月３１日 青色 ▲３,１００千円 

第３期 ２０１３年８月１日～２０１４年７月３１日 青色 ▲５１０千円 

第４期 ２０１４年８月１日～２０１５年７月３１日 青色 ２５０千円 

第５期 ２０１５年８月１日～２０１６年７月３１日 青色 ▲１,５２０千円 

第６期 ２０１６年８月１日～２０１７年７月３１日 青色 ３７０千円 

第７期 ２０１７年８月１日～２０１８年７月３１日 青色 ２３０千円 

第８期 ２０１８年８月１日～２０１９年７月３１日 青色 ▲１３０千円 

第９期 ２０１９年８月１日～２０２０年７月３１日 青色 ８２０千円 

第１０期 ２０２０年８月１日～２０２１年７月３１日 青色 ４７０千円 

第１１期 ２０２１年８月１日～２０２２年７月３１日 青色 ３２０千円 

第１２期 ２０２２年８月１日～２０２３年７月３１日 青色 ６００千円 

第１３期 ２０２３年８月１日～２０２４年７月３１日 青色 ８４０千円 

第１４期 ２０２４年８月１日～２０２５年７月３１日 青色 １,３９０千円 

・ 災害損失金の繰越控除の適用を受ける損失金は、設立以来の各事業年度において発生していない。 

 

１．１,３９０千円 

２．１,３６０千円 

３．１,３２０千円 

４．  ７２０千円 
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問１８ 

 役員と法人の取引に関する以下の設問Ａ、Ｂについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んで

ください。 

 

（問題４２） 
 

（設問Ａ）株式会社ＲＰの取締役である橋口さんは、２０２５年中に個人所有の土地をＲＰ社に譲渡し

た。土地の譲渡等に関する内容が以下のとおりである場合、この土地の譲渡に係る橋口さん

の２０２５年分の所得税および住民税の合計額として、正しいものはどれか。なお、この土

地は橋口さんの居住の用に供されたことはない。また、解答に当たっては、所得控除を考慮

せずに所得税および住民税の額を計算し、森林環境税、住民税の均等割および調整控除につ

いては考慮しないものとする。 

 

取得に係る内容 
取得年月 ２０１６年３月 

取得費   ２,７００万円 

譲渡に係る内容 

譲渡年月 ２０２５年１０月 

譲渡価額   ３,９００万円 

譲渡時の時価   ８,４００万円 

譲渡費用    ２００万円 

譲渡所得に係る税率 
所得税 １５％ 

住民税  ５％ 

 

１．  ２００万円 

２．  ２４０万円 

３．１,１００万円 

４．１,１４０万円 

 

（問題４３） 
 

（設問Ｂ）（問題４２）の場合における、ＲＰ社の法人税法上の取扱いに関する次の記述のうち、正し

いものはどれか。 

 

１．ＲＰ社における土地の取得価額は、橋口さんの土地の取得費２,７００万円である。 

２．ＲＰ社における土地の取得価額は、購入価額である３,９００万円である。 

３．ＲＰ社における土地の取得価額は、購入時の時価である８,４００万円の２分の１に相当す

る４,２００万円である。 

４．ＲＰ社における土地の取得価額は、購入時の時価である８,４００万円である。 
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問１９ 

 これまで個人で飲食店を営んできた若杉さんは、事業拡大を機に株式会社への法人成りを考えるよう

になりました。以下の設問Ａ～Ｅについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでください。 

 

（問題４４） 
 

（設問Ａ）会社設立後のある事業年度（１月１日から１２月３１日までの１２ヵ月）において、代表取

締役に対して以下のとおり役員給与を支給した場合、法人税における課税所得の金額の計算

上、この役員給与のうち損金不算入とすべき金額として、正しいものはどれか。なお、この

役員給与は事前確定届出給与および業績連動給与には該当せず、不相当に高額な部分の金額

はないものとする。また、この事業年度において役員の職制上の地位変更などの臨時改定事

由および経営の状況が著しく悪化したことなどの業績悪化改定事由は生じていないものとする。 

 

支給日 金額 備考 支給日 金額 備考 

１月２５日 ６０万円   ７月２５日 ６０万円  

２月２５日 ６０万円   ８月２５日 ４０万円 （注２） 

３月２５日 ６０万円 （注１）  ９月２５日 ４０万円  

４月２５日 ６０万円  １０月２５日 ４０万円  

５月２５日 ６０万円  １１月２５日 ４０万円  

６月２５日 ６０万円  １２月２５日 ４０万円  

（注１）２月２６日開催の定時株主総会において、３月以降に支給する給与についてこれまでと同額の

給与を支給する決議を行った。 

（注２）７月２６日に臨時株主総会を開催し、会社の営業利益を確保することのみを目的に、８月から

の給与を月額６０万円から４０万円に減額する決議を行った。 

 

１．６２０万円 

２．２００万円 

３．１００万円 

４．   ０円 
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（問題４５） 
 

（設問Ｂ）若杉さんは、法人設立の日の属する事業年度から以下のとおり法人税等に関する処理を行い

たいと考えている。この場合における税務上の届出書または申請書（以下「届出書等」とい

う）に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、若杉さんは設立した法人の

代表取締役に就任するものとする。 

 

・ 法人税の申告を青色申告により行う。なお、若杉さんは、個人の事業所得に係る確定申告も開

業時から青色申告により行っている。 

・ 若杉さんと生計を一にする若杉さんの妻に給与を支給して、その給与を損金に算入する。なお、

妻は法人の事業に従事しているが、役員には該当しないものとする。 

・ 給与に関して、源泉徴収した所得税を半年分まとめて納付することができる「源泉所得税の納

期の特例」の適用を最初の給与支払日より受ける。なお、最初の給与支払日は、設立の日の属

する月の翌月末日の予定である。 

・ 備品（固定資産）の減価償却に係る償却限度額の計算方法として定額法を採用する。 

 

１．最初の給与支払分より「源泉所得税の納期の特例」の適用を受けるためには、最初に給与を

支給した日から１ヵ月以内に、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し

なければならない。 

２．法人税の申告を青色申告により行うためには、設立の日以後２ヵ月を経過した日と設立の日

の属する事業年度終了の日とのうち、いずれか早い日の前日までに、所定の届出書等を提出

しなければならない。 

３．若杉さんの妻に支給した給与を損金に算入するためには、設立の日の属する事業年度終了の

日までに、所定の届出書等を提出しなければならない。 

４．固定資産に該当する備品の減価償却について、償却限度額の計算方法として定額法を採用す

るためには、法人設立の日の属する事業年度に係る法人税の確定申告書の提出期限までに、

「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出しなければならない。 

 

（問題４６） 
 

（設問Ｃ）若杉さんは、法人成りを検討するために会社法について調べた。会社法に関する次の記述の

うち、最も適切なものはどれか。 

 

１．株式会社のうち株式譲渡制限会社は、取締役が１人であっても会社を設立することができる。 

２．すべての株式会社は、監査役を最低１名選任しなければならない。 

３．すべての株式会社は、取締役会を設置しなければならない。 

４．取締役を選任する場合には、原則として、株主総会に議決権の過半数を有する株主が出席し、

出席株主の議決権の３分の２以上の賛成が必要となる。 
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（問題４７） 
 

（設問Ｄ）若杉さんの友人が経営する株式会社ＱＭの株主構成が以下のとおりである場合、法人税法上

の株主の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、ＱＭ社の株式は

すべて普通株式であり、議決権は各株式均等に付与されているものとする。 

 

株主氏名 役職 持株割合 備考 

桑原浩一 代表取締役 ６５％ － 

近藤雅樹 取締役営業部長 １８％ 近藤百合の夫 

荒木和男 取締役総務部長 １２％ 桑原浩一の友人 

近藤百合 経理部長  ３％ 桑原浩一の長女 

桑原裕太 名古屋支店長  ２％ 桑原浩一の長男 

※近藤百合および桑原裕太は、いずれもＱＭ社の経営に従事していない。 

 

１．近藤雅樹は、法人税法上の使用人兼務役員に該当しない。 

２．荒木和男は、法人税法上の使用人兼務役員に該当しない。 

３．近藤百合は、法人税法上のみなし役員に該当する。 

４．桑原裕太は、法人税法上のみなし役員に該当する。 
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（問題４８） 
 

（設問Ｅ）若杉さんの知人でＧＸ株式会社の代表取締役を務めていた安藤さんは、２０２５年１１月

３０日にＧＸ社の代表取締役を退任した。ＧＸ社が以下のような生命保険の解約返戻金の

受領および退職金の支給決議を行った場合、ＧＸ社の当事業年度（２０２５年４月１日から

２０２６年３月３１日まで）の法人税における所得金額の変動に関する次の記述のうち、正

しいものはどれか。 

 

＜ＧＸ社の生命保険契約に係る内容＞ 

① ＧＸ社が受け取った安藤さんを被保険者とする生命保険の解約返戻金 ４,５００万円 

② ＧＸ社の保険金受取時の貸借対照表の保険積立金 ３,０００万円 

※すべて①の生命保険に該当するもので、税務上適正額である。 

 

＜安藤さんの退職金に係る内容＞ 

○ＧＸ社より安藤さんに支給された退職一時金 ４,５００万円 

・ 安藤さんの退職金は税務上適正額と認められる。 

・ ＧＸ社は２０２５年１０月に臨時株主総会を開催して退職金の額が適法に決定され、２０２５

年１２月に支給された。 

・ 安藤さんは、代表取締役の退任後、会社の経営には携わっておらず、役員報酬も受け取っ

ていない。 

 

１．所得金額は４,５００万円減少する。 

２．所得金額は３,０００万円減少する。 

３．所得金額は変わらない。 

４．所得金額は１,５００万円増加する。 
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問２０ 

 次のＲＳ株式会社の財務諸表に基づき、以下の設問Ａ、Ｂについて、それぞれの答えを１～４の中か

ら１つ選んでください。なお、問題の性質上、財務諸表の一部を空欄にしています。 

 

製造原価報告書 

自 ２０２５年４月 １日 

至 ２０２６年３月３１日 

（単位：百万円） 

Ⅰ 直接材料費   ６,３００ 

Ⅱ 直接労務費   ５,９００ 

Ⅲ 製造間接費    

 間接材料費 ２,０００   

 間接労務費 １,３００   

 間接経費 １,５００  ４,８００ 

 当期総製造費用   (       ) 

 期首仕掛品棚卸高   １,７００ 

 計   (       ) 

 期末仕掛品棚卸高   (       ) 

 当期製品製造原価   (       ) 
 

 

損益計算書 

自 ２０２５年４月 １日 

至 ２０２６年３月３１日 

（単位：百万円） 

Ⅰ 売上高   ３０,０００ 

Ⅱ 売上原価    

 期首製品棚卸高 ２,５００   

 当期製品製造原価 (        )   

 計 (        )   

 期末製品棚卸高 ２,７００  (       ) 

 売上総利益   (       ) 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   ７,５００ 

 営業利益   (   ア   ) 
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 貸借対照表 

 
２０２６年３月３１日現在 

（単位：百万円） 

 ［資産の部］    ［負債の部］   

Ⅰ 流動資産   Ⅰ 流動負債   

 現金預金 １,０００   買掛金 １,２００  

 売掛金 ５,０００   未払金 １,６００  

 材料 １,３００   短期借入金 (       )  

 仕掛品 (   イ   )   流動負債合計 (       )  

 製品 (       )      

 流動資産合計 (       )  Ⅱ 固定負債   

     長期借入金 ９,７００  

     固定負債合計 (       )  

Ⅱ 固定資産    負債合計 (       )  

 建物 ６,０００      

 機械装置 ３,０００   ［純資産の部］   

 工具器具備品 １,０００   資本金 ３,０００  

 土地 ８,０００   利益剰余金 １２,０００  

 固定資産合計 (       )   純資産合計 １５,０００  

資産合計 ３０,０００   負債・純資産合計 ３０,０００  
 

 

（問題４９） 
 

（設問Ａ）財務諸表の空欄（ア）、（イ）にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。 

 

１．（ア）５,７００ （イ）２,０００ 

２．（ア）５,７００ （イ）２,２００ 

３．（ア）６,０００ （イ）２,０００ 

４．（ア）６,２００ （イ）２,２００ 

 

（問題５０） 
 

（設問Ｂ）ＲＳ社の財務諸表等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

 

１．売上高営業利益率は１５％を下回っている。 

２．固定長期適合率は１００％を上回っている。 

３．売上債権回転期間は１ヵ月を上回っている。 

４．総資産回転率は０.５を下回っている。 

 

 


